平成２１年度　県内社協職員業務研究会助成要綱
１．目的・位置づけ
日常の社協業務の事例検討を通じ、共通課題に対し各ブロックで研究協議ならびに情報交換を行い、業務の遂行・職場の改善につなげ、併せて社協職員としての専門性の向上を図ることを目的とする。
ブロック内の社協職員が研究テーマを設定し、職員自らが研究・業務改善を図るもので、かつ社協からの負担金を支出して事業実施しているものであり、その活動は「業務」の位置づけとなる。

※業務時間外に開催する場合、「業務」として位置づけるかどうかは、その内容・職場としての都合により判断される。自己啓発の意味合いが強い場合は、自主的な研究活動として取り扱う場合もある。

２．対象
兵庫県内社会福祉協議会職員協議会の７ブロック（阪神・東播磨・西播磨・但馬・丹波・淡路・県社協）が開催する業務研究会で、兵庫県内の社会福祉協議会職員を対象とするもの
３．助成金額

　１ブロックあたり６万円（上限）

助成金の使途　研修に関わる諸経費全般（講師謝礼金、通信費、旅費、会議費、消耗品費 など）※ただし、職場の時間外手当など人件費に関するものは対象から除外します。
※参加者の食事代も極力助成金からの支出を控えてください。

４．開催回数と運営方法の考え方
　・ブロックごとに年間研究テーマを設定し、年度内の３回開催をめどとする。

　・業務研究会の世話人（原則として各ブロック２人）を設置し、理事とともに運営にあたる。

・「年間研究テーマ」や「業務研究会の運営方法（開催日・内容の調整を含む）」はブロック役員および世話人が中心となり決定する。

※実施年度によっては、全県共通のテーマを設定することがあります。

　※職場内研修として各社協が行うべきテーマは助成対象外：所属社協で対応

５．申請締切・申請方法
　平成２１年８月２８日（金）(必着)　※厳守のこと
①別紙様式により事務局（県社協地域福祉部内）に申請する。→理事会で審査、会長が決定

　②助成金の交付決定額に基づき、業務研究会を開催する。

　③事業実施後（年度末）、別紙様式により、年間の実績報告を行う。
６．申請書送付先・問合せ先
　兵庫県内社会福祉協議会職員協議会事務局（担当：那須・松本）
　〒651-0062　神戸市中央区坂口通2-1-18　県福祉センター内

　　　　　　　TEL：078-242-4634／FAX:078-242-7947／E-mail：chiiki@hyogo-wel.or.jp
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《研究内容》


＊市町社協の発展・地域福祉の推進のための研究活動であること。


　＊誰でも、主体的に参加できるような条件整備・参加勧奨の工夫を行っていること。


　＊同じ社協の仲間として深められる内容であり、職員のネットワークづくりが図られること。








